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亀山市告示第３４号 

亀山市不妊治療費助成金交付要綱等の一部を改正する告示を次のように定める。 

令和８年２月１９日 

亀山市長  櫻 井 義 之 

  

亀山市不妊治療費助成金交付要綱等の一部を改正する告示 

  

（亀山市不妊治療費助成金交付要綱の一部改正） 

第１条 亀山市不妊治療費助成金交付要綱（平成１７年亀山市告示第１９９号）の一

部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に

掲げる規定の下線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

（失効） （失効） 

４ この告示は、令和１２年３月３１

日限り、その効力を失う。 

４ この告示は、令和８年３月３１日

限り、その効力を失う。 

（亀山市不育症治療費助成金交付要綱の一部改正） 

第２条 亀山市不育症治療費助成金交付要綱（平成２６年亀山市告示第１２０号）の

一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に

掲げる規定の下線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

（失効） （失効） 

２ この告示は、令和１２年３月３１

日限り、その効力を失う。 

２ この告示は、令和８年３月３１日

限り、その効力を失う。 

（亀山市産婦健康診査県外等受診費助成金交付要綱の一部改正） 
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第３条 亀山市産婦健康診査県外等受診費助成金交付要綱（平成３０年亀山市告示第

４８号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に

掲げる規定の下線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

（失効） （失効） 

２ この告示は、令和１２年３月３１

日限り、その効力を失う。 

２ この告示は、令和８年３月３１日

限り、その効力を失う。 

（亀山市新生児聴覚スクリーニング検査費助成金交付要綱の一部改正） 

第４条 亀山市新生児聴覚スクリーニング検査費助成金交付要綱（平成３０年亀山市

告示第４９号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に

掲げる規定の下線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

（失効） （失効） 

２ この告示は、令和１２年３月３１

日限り、その効力を失う。 

２ この告示は、令和８年３月３１日

限り、その効力を失う。 

（亀山市ジフテリア百日せき破傷風混合予防接種費用助成金交付要綱の一部改正） 

第５条 亀山市ジフテリア百日せき破傷風混合予防接種費用助成金交付要綱（令和２

年亀山市告示第４０号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に

掲げる規定の下線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

（失効） （失効） 

２ この告示は、令和１２年３月３１ ２ この告示は、令和８年３月３１日 
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日限り、その効力を失う。 限り、その効力を失う。 

（亀山市多胎妊婦健康診査費用助成金交付要綱の一部改正） 

第６条 亀山市多胎妊婦健康診査費用助成金交付要綱（令和４年亀山市告示第６０号）

の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に

掲げる規定の下線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

（失効） （失効） 

２ この告示は、令和１２年３月３１

日限り、その効力を失う。 

２ この告示は、令和８年３月３１日

限り、その効力を失う。 

（亀山市特定不妊治療費助成金（先進医療分・助成回数追加分・着床前胚染色体異

数性検査（ＰＧＴ―Ａ）分）交付要綱の一部改正） 

第７条 亀山市特定不妊治療費助成金（先進医療分・助成回数追加分・着床前胚染色

体異数性検査（ＰＧＴ―Ａ）分）交付要綱（令和４年亀山市告示第１７７号）の一

部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に

掲げる規定の下線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

（失効） （失効） 

２ この告示は、令和１２年３月３１

日限り、その効力を失う。 

２ この告示は、令和８年３月３１日

限り、その効力を失う。 

（亀山市低所得の妊婦に対する初回産科受診費助成金交付要綱の一部改正） 

第８条 亀山市低所得の妊婦に対する初回産科受診費助成金交付要綱（令和５年亀山

市告示第５３号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に

掲げる規定の下線を付した部分のように改める。 
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改正後 改正前 

附 則 附 則 

（失効） （失効） 

２ この告示は、令和１２年３月３１

日限り、その効力を失う。 

２ この告示は、令和８年３月３１日

限り、その効力を失う。 

（亀山市１か月児健康診査費助成金交付要綱の一部改正） 

第９条 亀山市１か月児健康診査費助成金交付要綱（令和６年亀山市告示第５４号）

の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に

掲げる規定の下線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

（失効） （失効） 

２ この告示は、令和１２年３月３１

日限り、その効力を失う。 

２ この告示は令和８年３月３１日限

り、その効力を失う。 

附 則 

この告示は、公表の日から施行する。 

 


